
令和５年１２月定例会 水俣市一般会計補正予算の概要

議第９５号 令和５年度水俣市一般会計補正予算（第９号）

議第９６号 令和５年度水俣市一般会計補正予算（第１０号）

議第１０８号 令和５年度水俣市一般会計補正予算（第１１号）

会計名
補正前
予算額

12月補正予算
（先議分）
（第9号）

12月補正予算
（第10号）

12月補正予算
（追加分）
（第11号）

補正後
予算額

伸率

水俣市一般会計 16,218,259 19,492 173,887 385,765 16,797,403 3.6%

（単位：千円）



〇人事院勧告に伴う人件費補正等 １９，４９２千円

給与改定等に伴う人件費の増額です。

〇企業誘致対策事業 １，０００千円

水俣市企業立地条例に基づき、雇用促進奨励金を交付します。

・対象企業：株式会社アミカテラ

・奨励金概要：新設工場等の事業開始に伴い、1年以上引き続いて雇用した常時従業員（市内

に住所を有している新規雇用者に限る。）について、1人当たり10万円を乗じて得た額を交

付するもの。（限度額：300万円）

１２月補正予算第９号（先議分）

補正予算のポイント

１２月補正予算第１０号



〇消防防災施設整備事業

２，３４３千円

大園町配水管更新工事に伴う消火栓設置

に係る経費を負担します。

〇県知事選挙費 １２，３６９千円

任期満了に伴う熊本県知事選挙の執行に係る経費です。

・告示日：令和６年３月７日

・投票日：令和６年３月２４日

〇前年度各種事業費の精算に伴う国県に対する返還金

１４８，２１９千円

令和４年度の生活保護費や児童手当等の事業の精算に伴う国・県に対する返還金です。

補正予算のポイント

１２月補正予算第１０号



〇低所得者への価格高騰緊急支援追加給付事業

３２０，５４１千円

令和５年度住民税非課税世帯に対し、１世帯あたり７万円を給付します。

・対象世帯：基準日（令和５年１２月１日）時点で水俣市に住民票がある世帯で、世帯の全

員が令和５年度分の住民税が非課税の世帯

〇省エネ家電製品買換え促進補助金 ２０，０３８千円

電気料金の負担軽減を図り、温室効果ガスの削減につなげるため、省エネ家電製品買換え促

進補助金事業（第２弾）を実施します。

〇キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン事業

４５，１８６千円

１２月実施のキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンの事業費を増額するものです。

補正予算のポイント

１２月補正予算第１１号（追加分）


